
 

   

令和元年度事業計画 

 
Ⅰ 基本方針 

 

１ 一般財団法人として、在宅療養に関する相談事業を始めとした公益目的 

  支出計画の適正な実施と、訪問看護事業を始めとした事業の安定的な運営に努め

ます。 

 

 

２ 名古屋市における高齢者等の在宅療養の基盤整備に貢献していくために引き

続き、全社員の資質の向上と人材の育成・確保・定着を図っていきます。 

  

 

 

３ 地域における医療と介護の連携を進める「在宅医療・介護連携推進事業」を始

めとして、関係機関との協力により進める地域包括ケアシステム作りに関ってい

きます。 

 

 

Ⅱ 主な事業施策 

  

１ 訪問看護事業 

（１）在宅医療が促進される中で、訪問看護ステーションの再編により「機能強化

型訪問看護ステーション」や「看護体制強化加算」の取得が可能となる人員体

制をすすめ、２４時間対応やターミナルケア及び超・準超重症児など多様なニ

ーズに対応できる質の高い訪問看護に取り組んでいきます。 

 

（２） 新しいモバイル端末の導入により、業務の効率化を推進し、時間外労働の

削減と休暇の取得を進め、働きやすい職場環境を整えていきます。 

 

（３） また、ネットワーク環境の整備により名古屋市在宅医療・介護連携ネット

ワーク（はち丸ネットワーク）への積極的な参画に努め、地域包括システム

の進展に寄与していきます。 

 

２ 居宅介護支援事業 

（１） 平成３１年１月より、ケアマネージメントセンターを再編し、特定事業所

加算の取得を進め、重度な要介護者やターミナルケアマネジメントへの取り

組みなど質の高いケアマネジメントを推進していきます。 

 

（２） 訪問看護ステーションとの協同による事例検討会の開催等により、連携の

強化を図り、医療依存度の高い利用者のケアプランに積極的に取り組んでい

きます。 



   

  （３） 運営基準の遵守や業務の効率化を図り適正な給付管理を実施していくこと

で安定した事業所の運営を進めていきます。 

 

３ いきいき支援センター事業  

 （１） 地域ケア会議の適切な運営により、地区診断、社会資源の把握及び地域ニ

ーズの分析を通して、地域課題の抽出と課題解決の検討を進めていきます。 

 

（２） 急増する認知症高齢者に適確に対応していくために、認知症初期集中支援

チーム会議において、早期に、適切な支援が行えるように、保健・医療・介

護の関係者や地域及び民間事業者との一層の連携を図っていきます。 

 

（３） 平成３０年度に国より示された職員の配置基準の改正に対応するため、保

健師の確保に努めるとともに、保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャーの

育成を図っていきます。  

 

４ 高齢者排せつケアコールセンター運営事業 

 （１）在宅で介護している方を支援するために、高齢者の排せつ介護に関する悩み

事や困り事の相談に応ずる、コールセンターの運営を名古屋市から受託運営し

ていきます。 

 

５ 公益目的支出計画に沿った公益事業の実施 

在宅療養のための基盤強化と保健・医療・福祉サービスの水準向上に寄与す

るため、引き続き以下の公益事業を実施するとともに、より効果的な公益事業

の在り方について検討していきます。  

 

（１）名古屋市及び愛知県看護協会に対する特定寄附として、以下の目的の ため

の寄附を行います。 

    ア 名古屋市は、看護師の確保対策、看護師の養成及び資質向上の推進並び

に市民の健康増進を目的として使用する。 

     イ 愛知県看護協会は、認定看護師養成講座の運営を始めとする看護の質の

向上のために使用する。 

 

（２）在宅療養に関する相談事業等 

ア まちかど保健室では、引き続き、市民に親しみやすい認知症カフェをめ

ざし、高齢ボランティアの育成・活用に努めていきます。 

   また、カフェ開設講座により市内における認知症カフェの充実に寄与

していきます。 

   平成３０年９月に中村区に常設の認知症カフェを開設し、いきいき支援

センターなどと協働し「地域まるごと認知症予防」に努めていきます。      

イ  大規模商業施設等での保健・介護の出張相談や、もの忘れ予防教室な

ど従来の事業を再編し、市民の在宅療養支援を進めていきます。 

 

 

 

 



（３）在宅療養講演会等の開催  

ア 市民を対象とした、在宅療養講演会を開催します。 

イ 保健・医療・福祉関係者を対象に、各種講座等を随時開催します。 

 

（４）助成事業の実施 

在宅療養に有益な調査研究に対し、助成を行います。 

 

 

６ その他事業 

 公的機関・団体への講師派遣及び看護学生等の教育並びに実地指導。       

事業団及び訪問看護サービスを広く宣伝・普及する機会と捉え、引き続き 

取り組みます。 

 

 

《事 業》   訪問看護事業および居宅介護支援事業等の実施  

 

１ 訪問看護事業  

   訪問看護による訪問総回数               １５１,０００回   

（１）健康保険法等にもとづく訪問看護事業 

ア 訪問回数                     ５８，０００回 

イ 対象者数（月平均利用者数）               ７０２人 

（２）介護保険法にもとづく訪問看護事業（介護予防訪問看護を含む） 

ア 訪問回数                    ９３，０００回  

イ 対象者数（月平均利用者数）             １，２１７人 

 

２ 居宅介護支援事業等 

   中・重度者や支援困難ケースに積極的に対応します。 

（１）ケアプラン・予防ケアプランの作成         ２３,７３０件 

     （内 訳） ①  要介護１・２        １０,１７０件 

要介護３・４・５        ９,２００件 

②   要支援１・２等            ４,３６０件 

（２）要介護認定調査の受託                １,２４０件 

 

 

３ いきいき支援センター事業 

  （１）総合相談支援事業、権利擁護事業 

    ア 延べ相談件数                   １６,５００件 

  （２）認知症地域推進支援体制づくり推進事業 

    ア 初期集中支援事業延人数               ９００人 

    イ 普及啓発推進事業延人数              １，０００人 

  （３）認知症高齢者を介護する家族支援事業 

    ア 支援事業延参加人数                          ４，２００人 

    イ 支援事業延開催回数                   １８５回 

   

（４）高齢者見守り活動支援事業  



    ア 見守り支援新規対象者                  １００人  

    イ 見守り電話事業延電話回数              ２,０００回    

 

（５） 居宅介護予防支援                 ５１，３００件 

    （対象者別内訳） 

           ア   要支援１                     １７，５００件       

イ    要支援２                         ３０，７００件 

ウ     事業対象者                     ３，１００件 

（直営と委託件数の比率）              

直営件数を全体の３０％以内とする。 

 

（６）要介護認定調査の受託                         ５５０件 

 

４ 高齢者排せつケアコールセンター運営事業 

  （１）電話相談件数                      ９６０件                           

 


